
美祢市農地利用最適化推進委員の募集要項 

 

美祢市農地利用最適化推進委員の任期満了にあたり、農業委員会等に関する法律

に基づき募集します。  

 

１ 募集人数 

１５人  

 

２ 募集区域 

別紙の地区割表に定める地域  

 

３ 任期 

農業委員会の委嘱日（令和８年７月下旬予定）から令和１１年７月１９日まで  

 

４ 身分 

美祢市の特別職の非常勤職員  

 

５ 職務内容 

(1) 農業委員と連携して、担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生

防止・解消、農業への新規参入の促進に関する活動を行います。 

(2) 農業委員会等が開催する会議及び研修会に出席（年数回）します。  

(3) 農業委員と連携して、農家からの相談及び農家への助言・指導、農業一般に

関する調査及び情報の提供に関する業務を行います。  

 

６ 報酬 

  月額２２，０００円  

※  農地集積や遊休農地の解消等の活動及び成果に応じて、別途加算される場合があります。  

 

７ 兼務について 

農業委員と農地利用最適化推進委員の兼職はできません。  

 

８ 推薦を受ける者及び応募する者の資格 

(1) 農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者で、担当する区域内に

おいて、農地等の利用の最適化の推進のため積極的に活動ができる者  

(2) 市内に住所を有すること。  

(3) ２０歳以上であること。  

(4) 市の職員でないこと。  

※ 但し、次のいずれかに該当する者は除く。  



(5) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者  

(6) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けるこ 

とがなくなるまでの者  

 

９ 募集期間 

  令和８年１月２８日（水）から令和８年２月２４日（火）まで【必着】  

※  持参される場合は、市役所開庁日の午前８時３０分から１７時１５分までに

提出してください。  

※  募集期間を延長する場合があります。この場合、募集期間最終日以降に美祢

市のホームページ等により公表します。  

 

１０ 推薦及び応募に係る手続き等 

規定の様式に必要な事項を記入のうえ、持参又は郵送により美祢市農業委員会

事務局まで提出してください。  

なお、推薦及び応募に係る書類は返却しませんのでご了承ください。  

(1) 個人が推薦する場合  

農地利用最適化推進委員候補者推薦書（個人用）［別記様式第１号］  

(2) 法人又は団体が推薦する場合  

農地利用最適化推進委員候補者推薦書（法人・団体用）［別記様式第２号］  

(3）応募する場合  

農地利用最適化推進委員候補者応募申込書［別記様式第３号］  

 

１１ 選任方法 

  美祢市農地利用最適化推進委員候補者選考委員会を開催し、提出された書類を

もとに推薦を受ける者及び応募者の選考を行い、その結果を農業委員会へ報告し

ます。（必要に応じて面接を行うことがあります。）  

農業委員会は、選考委員会の選考の結果を受け、推進委員に委嘱する者を選出

します。  

なお、選出の結果は、推薦をする者並びに推薦を受ける者及び応募者全員に文

書で通知します。  

 

１２ 情報の公表 

   募集期間の中間及び終了後に、美祢市ホームページで以下の内容を公表しま

す。  

(1) 推薦をする者（個人の場合）の氏名、職業、年齢及び性別  

(2) 推薦をする者（法人又は団体の場合）の名称、目的、代表者又は管理人の  

氏名、構成員の数及び構成員たる資格・要件  

(3) 推薦を受ける者又は応募する者の氏名、職業、年齢、性別及び経歴の状況  



(4) 推薦及び応募の理由  

(5) 推薦を受ける者の数及び農業に従事していない者の数  

(6) 応募する者の数及び農業に従事していない者の数  

 

１３ 問い合せ先 

〒７５９－２２９２  

山口県美祢市大嶺町東分３２６番地１  

美祢市農業委員会事務局  

電話 ０８３７－５２－５２４１ ＦＡＸ０８３７－５２－０３８７  

 

  



別紙  

 

農地利用最適化推進委員地区割表  

 

担当区域 定数 

大嶺町全域  

伊佐町全域 1人 

豊田前町全域 2人 

於福町全域 2人 

東厚保町全域 1人 

西厚保町全域 1人 

美東町全域 2人 

秋芳町全域 6人 

 


